
 

 

                       

 

 

 

 報道関係者 各位 
   

「令和８年度 宮崎労働局行政運営方針」を策定 

宮崎労働局（局長 吉越 正幸）は、「令和８年度 宮崎労働局行政運営方針」を策定しました。 

働き方改革推進の取組を中心に、労働基準、職業安定、雇用環境・均等、人材開発の四行政分野

の取組を掲げ、地域のニーズを踏まえた効果的・効率的な行政運営に取り組んでまいります。 

また、本方針に沿った取組とあわせて、所管する法制度や施策の内容、それらの取組の成果等に

ついて地域の皆様にさらにご理解いただけるよう、積極的な情報発信及び広報に努めてまいりま

す。 

 

≪宮崎労働局における主な取組≫ 

◎最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援 

 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援の推進等 

 非正規雇用労働者の処遇改善等 

◎リ・スキリング、ジョブ型人事（職能給）の導入、労働移動の円滑化 

 リ・スキリングによる能力向上支援 

 成長分野等への労働移動の円滑化 

◎人手不足対策 

 医療・福祉ささえる求人充足プロジェクト 等 

◎多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組 

 多様な人材の活躍促進 

 女性活躍推進に向けた取組促進 

 総合的なハラスメント防止対策 

 仕事と育児・介護の両立支援 

  多様な働き方の実現に向けた環境整備等 

  安全で健康に働くことができる環境づくり 等 
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令和８年度 宮崎労働局行政運営方針 

はじめに 

宮崎労働局では、県内の労働基準監督署（４署）・ハローワーク（７所）と一体とな

り、「地域における労働行政の総合的機関」として、雇用の安定及び誰もが健康で働き

やすい職場などの実現を目指すとともに、「労働分野における専門家集団」として、仕

事を探している方、仕事で悩んでいる方、人材を必要とする企業などに寄り添い、求め

られるサービスの提供を通じて、県民の生活の安定と、地域経済・社会の発展に取り組

んでいます。 

労働を取り巻く環境をみますと、近年における賃金の動向は、名目賃金は対前年同月

比でプラスが続いている一方で、実質賃金は物価の高騰等の影響によって11 か月連続

（令和７年１月～同年11 月まで）でマイナスとなっています。 

また、直近（令和８年１月）の宮崎県における有効求人倍率（季節調整値）は、1.15

倍であり、求人が求職を上回るという状況が127 か月連続で続いていますが、我が国が

抱えている少子高齢化の進展に伴う生産年齢人口（15～64 歳）の減少という構造的な

問題により、この宮崎県でも県民の人口は、平成８年をピークに減少が続いており、一

部の産業（医療・福祉、建設、運輸、警備等）では、慢性的な人手不足の状況が継続し

ています。この人手不足への対応として、企業では、外国人労働者の活用及びDX を活

用した生産性の向上（POS レジの導入等）に加え、働き方・休み方改革や福利厚生の充

実等を通じた職場環境の改善による採用後の人材定着化に向けた動きなどもあります。 

さらに、労働災害は、年齢別では「高年齢労働者」、災害の型では「女性の転倒」の

発生割合が高まるなど、労働災害により人的資産を損なわないよう、企業における労働

災害防止に向けた積極的な取組が望まれます。 

 このような情勢を踏まえ、宮崎労働局は、「令和８年度宮崎労働局の重点施策（行政

運営方針）」を定め、県内関係機関等との連携を通じて持続的な賃金引き上げに向けた

機運の醸成等を図るとともに、働く方々のニーズに応じた多様で柔軟な働き方の選択、

多様な人材の活躍促進を通じた魅力ある職場づくり、教育訓練等学びの場の充実、医

療・介護・保育分野における人材確保への支援をはじめとした人手不足対策、成長分野

への円滑な労働移動や地域雇用の活性化などの施策を展開してまいります。 

 

 

宮崎労働局長  
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最低賃金については、「「強い経済」を実現する総合経済対策 ～日本と日本人の底力で不安を希望に変
える～」(令和７年11月21日閣議決定)において、「適切な価格転嫁と生産性向上支援等によって、最低賃
金の引上げを可能とする環境整備を進めていく」、「今後とも、地域別最低賃金の最高額に対する最低額
の比率を引き上げるなど、地域間格差の是正を図る」とされており、生産性向上に対する支援を強化する
など、中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げできる環境整備に取り組むことが不可欠です。

重点事項
① 最低賃金･賃金の引上げに向けた支援
② 最低賃金制度の適切な運営

課題

第１ 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援

今後の取組
①‐1 最低賃金引上げとあわせた取組として、生産性向上（設備・人へ

の投資等）や非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働
移動等を通じ、労働市場全体の賃上げを支援する「賃上げ」支援
パッケージを周知していきます。

➀‐2 「働き方改革推進支援センター」によるワンストップ相談窓口に
おいて実施する個別相談やセミナーなどと連携するほか、日本政策
金融公庫による働き方改革推進支援資金についてもあわせて活用す
るよう、引き続き周知を図ります。

①‐3  中小企業等が賃金の原資を確保できるよう「パートナーシップに
よる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に基づき、労働
局及び監督署においても、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉
に関する指針」の周知、最低賃金・賃金支払の徹底と賃金引上げに
向けた環境整備等の取組を行います。

賃金引上げ
特設ページ
はこちら

今後の取組

①‐4  各監督署において、企業が賃金引上げを検討する際の参考となる地域の賃金や企業の好取組事例が分かる
資料を提供し、企業の賃金引上げへの支援を行います。さらに、中小企業庁との連携を強化し、生産性向上等
に取り組む中小企業等に対し、よろず支援拠点や生産性向上のための補助金を紹介します。

②‐1  経済動向、県内の実情及びこれまでの宮崎地方最低賃金審議会の審議状況などを踏まえつつ、充実した審議
が尽くせるよう宮崎地方最低賃金審議会の円滑な運営を図ります。

②‐2  最低賃金額の改定等については、最低賃金周知広報実施計画に基づき、県内の使用者団体、労働者団体及び
地方公共団体等の協力を得て、使用者・労働者等に周知徹底を図るとともに、最低賃金の履行確保上問題が
あると考えられる業種等を重点とした監督指導等を行います。

業務改善助成金

宮崎労働局
業務改善助成金 受付件数

152件令和５年度（12月末現在）

187件令和６年度（12月末現在）

313件令和７年度（12月末現在）

1.7倍※前年同月比

「賃上げ」支援パッケージ
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非正規雇用労働者の処遇改善や正社員化等を推し進めていく必要があります。加えて、人手不足への対
応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せずに働くことができる環境づくりを支援する
必要があります。

重点事項

課題

今後の取組

① 監督署による定期監督等において、同一労働同一賃金に関する確認を行い、短時間労働者、有期雇用労働者又
は派遣労働者の待遇等の状況について企業から情報提供を受けることにより、雇用環境・均等室又は職業安定部
による効率的な報告徴収又は指導監督を行い、是正指導の実効性を高めるとともに、支援策の周知を行うことに
より、企業の自主的な取組を促すことで、同一労働同一賃金の遵守徹底を図ります。

②‐1  非正規雇用労働者の処遇改善や正社員（多様な正社員を含む。）への転換に取り組んだ事業主に対して支援
を行うキャリアアップ助成金について、「正社員化コース」及び「賃金規定等改定コース」や、いわゆる「年収
130万円の壁」への対応として令和７年７月に新設した「短時間労働者労働時間延長支援コース」などの各コー
スの周知、活用勧奨等を実施します。

②‐2  みやざき働き方改革推進支援センターのワンストップ相談窓口やコンサルティング、セミナーの実施等、非
正規雇用労働者の処遇改善や短時間正社員制度の導入等に向けたきめ細かな支援に連携して取り組みます。

みやざき働き方改革
推進支援センター

① 監督署と連携した同一労働同一賃金の遵守の徹底
② 非正規雇用労働者の処遇改善等を行う企業への支援

DXの進展など、産業構造の変化の加速化が見込まれる中で、自律的な学びによるキャリア形成やリ・ス
キリングによる能力向上支援を労使協働により職場における学び直し等が重視されていす。これらを実現
していくために、関係団体（協議会）及び関係機関等と連携したうえで、労使のニーズに応じた企業向
け・個人向けの支援策の周知をはじめとした活用推進の取組が重要です。

重点事項
① 教育訓練給付金の講座拡大を図り、必要な訓練機会を確保

② ワーキンググループ会議を通じ、地域のニーズを把握するための

訓練効果の検証及び調査（効果検証ヒアリング、ニーズ調査）を行

い効果的な人材育成を図る的確な公的職業訓練コースを設定

課題

今後の取組
➀ 協議会等を通じ、各団体に対し教育訓練給付の対象講座の拡充や利用の促進について周知し、地域のニーズに

適した内容であるか検討していきます。

➁ｰ１ ワーキンググループ会議において、地域ニーズに合った訓練カリキュラム及びコース設定の検証を行い、

労使間におけるニーズ調査を実施し、今後の公的職業訓練コースの充実を図ります。

➁ｰ2 デジタル人材の育成について、デジタル分野に係る効果検証ヒアリングの結果を踏まえ

協議会にて進捗状況と併せてご意見等を伺い、それを踏まえ適宜カリキュラムの見直し等

を実施します。

➁ｰ3  リ・スキリングの取組については、関係機関と連携を図り、協議会で意見を賜りながら

今後の情勢に合ったDXの進展に対応できるよう、次年度へ向け継続して検討していきます。

教育訓練給付制度 講座指定申請手続のご案内
※講座指定を受けたことがない教育訓練機関向けに講座指定
申請手続の流れや書類作成のイメージを紹介する動画。

https://www.yout
ube.com/watch?v
=QVE6weLhpjw&
t=2s

令和7年度第1回宮崎県協議会

第２ リ・スキリング、ジョブ型人事（職務給）の導入、労働移動の円滑化
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重点事項
➀ 受託者「キャリア形成・リスキリング支援センター」との連携強化

➁ 上記センターにおけるHWへの常駐・巡回相談の相談支援と連携強化

③ キャリア形成・リスキリング推進事業の効果的な実施に向け、各地域

の業界団体や教育訓練機関等への周知・連携強化

課題

今後の取組
➀ 労働者のキャリア形成/リスキリングに係る支援について、「キャリア形成・リスキリング支援センター」と

HW、地域の業界団体等を交えて実施方針について検討し、関係機関と連携したうえで労働者のキャリア形成や

リスキリングに係る支援を推進します。

②ｰ1  当事業の推進を図るため、HWと連携を図り、来所者への周知、潜在求職者へ向けたSNS等による広報等

積極的に行い、常駐・巡回相談等への利用促進に取り組みます。

➁‐2  訓練受講者の就職支援について、幅広い年齢層の活用の受入れに向けたジョブ・カード作成を積極的に周知し、

継続した雇用並びにグローバル化した情勢に適応できる人材育成に取り組みます。
③ 「キャリア形成・リスキリング支援センター」 ・HW・局と定期な打ち合わせ等を行い、適宜情報共有を図

り労働者のリスキリングによる能力向上支援に取り組みます。

労働者を取り巻く環境の急速な変化と職業人生の長期化・多様化が進行する中で、主体的なキャリア形
成を図るために、労働者に対してキャリアコンサルティングの機会を提供する必要が生じています。この
取り組みを通じて、全ての年代の人々がその特性や強みを生かして活躍できる環境の整備が必要となって
おります。

重点事項

➀ 的確且つ分かりやすい求職者支援制度の周知、勧奨・案内

➁ HW内部門間の連携強化ときめ細やかな就職支援・相談あっせん

③ 人材不足分野の定員充足、デジタル分野の就職支援の重点化

④ 職員の知識向上及び訓練実施機関との連携強化

課題

今後の取組
➀ ミスマッチのない相談・案内・就職支援等を実施するため、訓練実施機関と連携して、訓練実施施設の見学や

講師との信頼関係構築を図り、職員の知識向上の強化に取り組みます。

➁ eラーニング等のオンラインを活用した訓練受講の希望者に対し、適切な情報提供、就職への意識付けを行うた

めに、実施機関との情報共有及びきめ細やかな就職支援相談に取り組みます。

③ 人材不足分野及びデジタル分野に関する支援策として、訓練受講終了前の個別相談の強化及び求人者支援員と

連携した個別求人開拓の強化を図ります。

④ 求職者支援制度について、HW来所者及び潜在求職者に対し、雇用保険説明会や庁舎内掲示、SNS等による分
かりやすい周知広報支援に取り組みます。

多様な働き方が広がっていく中、主に雇用保険の被保険者以外の者を対象に雇用保険と生活保護をつな
ぐ第２のセーフティネットとして無料の職業訓練に加えて、月10万円の生活支援の給付金の支給を通じ、
再就職に必要なスキルの習得を促し、早期の再就職・職業転換に繋がるよう支援していく必要がありま
す。
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重点事項

➀ デジタル分野における公的職業訓練への適切な受講勧奨

➁ デジタル分野における企業への公的職業訓練の周知強化

及びデジタル人材スキル等の情報収集の重点化

③ 訓練受講生の未就職者に対する幅広い制度活用の提供、

あっせん

課題

今後の取組
➀ 就職の低調なデジタル分野の就職支援強化の一環として、本人希望だけではなく、デジタル分野の仕事理解や

就職先の可能性等について、適切な相談及び情報提供を行い、本人の職業能力や求職条件等を踏まえた適切な

受講勧奨に取り組みます。

➁ 就職後の定着に向け、個別のキャリアコンサルティングを通じ、ミスマッチのない就職あっせん、デジタル人

材育成に向けたリ・スキリングまで想定し、個別求人開拓を含めたきめ細やかな職業相談に取り組みます。

③ 生成AIを含むデジタル人材育成のために、公的職業訓練等を終了した中高年齢者等に対し、個別支援及び実践

経験を積むために場を提供する等、幅広く情報提供に取り組んでいきます。

「デジタル田園都市国家構想総合戦略（令和４年12月閣議決定）」において職業訓練のデジタル分野へ
の重点化や、全ての労働人口がデジタルリテラシーを身につけ、デジタル技術を利活用できるようにする
ことが重要であるとされているため、適切な受講機会の提供及び的確な受講あっせんを実施していく必要
があります。

「三位一体の労働市場改革」の一環として、リ・スキリングによる能力向上支援に取り組んで行くこと
とされており、労使協働による職場における学び・学び直しの取組を広めていくことが重要です。雇用す
る労働者の職業能力の向上や企業の労働生産性の向上のため、事業主が行う人材育成については、雇用情
勢・訓練ニーズに合わせた支援を効果的に行う必要があります。

重点事項

人材開発支援助成金による人材育成の推進

課題

今後の取組

人材開発支援助成金「事業展開等リスキリ
ング支援コース」については、適正な執行に
も留意しつつ迅速な支給決定を行います。

加えて、令和８年度までにデジタル人材を
全国で230万人確保するため、人材開発支援
助成金では、同年度にデジタル分野の受講者
数69,000人を目指すこととしており、全て
のコースにおいてデジタル分野における訓練
の活用促進を行います。

人材開発支援助成金
（厚生労働省HP）

https://www.mhlw.go.jp/st
f/seisakunitsuite/bunya/k
oyou_roudou/koyou/kyufu
kin/d01-1.html
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重点事項

潜在求職者等へ向けた幅広い周知広報

課題

今後の取組

• 各団体及び関係機関との会議の場にて、
周知・協力依頼等に積極的に取り組みま
す。

• HW来所者及び潜在求職者へ向けた周知
広 報として、庁内掲示やSNS等を活用
した 周知広報（情報発信）を強化します。

• 学生・求職者・潜在求職者・在職者等、
幅広い全世代を対象としたイベント等を
企画し、周知広報の強化に取り組みます。

※R7.12.21 「輝」フェス実施

産業の多様化が進み、人手不足が進行する中で、持続的な経済成長と賃上げを目指すにあたり、適切な
産業への労働移動や労働者自身のスキルアップが求められています。当該取り組みを進めるにあたり、
様々な支援制度の存在を必要な方に対して適切に周知し、認知度をあげることにより潜在求職者を含めた
全労働人口のキャリアアップに繋げる必要があります。

宮崎労働局HP

職業訓練をお考えの方へ

宮崎労働局職業安定部

Instagram

募集予定、訓練校説明会のご案内
等を掲載しています。

宮崎県内ハローワークの最新情
報、イベント情報を配信してい
ます。※HWにおいても開設中

宮崎労働局 ハロトレ 検索 宮崎労働局職業安定部インスタグラム 検索

労働供給制約に起因する人手不足
の問題が顕在化するなかで、人材の
有効活用と個々人の意欲と能力に応
じた活躍という観点から、成長分野
等への円滑な労働移動を可能とする
環境整備が重要です。

重点事項
① 労働市場を巡る情報に自由かつ簡便

にアクセスできる「労働市場の見える
化」を進め、マッチング機能を強化

② キャリアアップや転職に向けた相談
支援 （リ・スキリングの勧奨を
む。）の充実

課題

今後の取組

➀ 「職業情報提供サイト（job tag）」を活用した職業相談及び求人者の採用支援を進めるとともに、「職場情報総合サ
イト（しょくばらぼ）」により、企業の職場情報を総合的・横断的に提供し、労働者の主体的な職業選択を支援するなど、

労働市場のマッチング機能の強化を図り、その利活用等について積極的に周知します。

➁‐1  ハローワーク職員のキャリアコンサルタント資格の取得促進、リ・スキリング支援に関する研修等を通じて、マッチ
ング能力の向上に努め、相談支援の充実に取り組みます

➁‐2  ハローワークにおける職業相談・紹介業務について、行政サービスの観点からオンラインによる実施を進め、各種
サービスの利用促進を図るために、SNS等を活用した周知広報に取り組みます。
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人口減少が著しい我が県にあって、地域内企業の人手不足感は一層強まっています。 地方創生の機運が
高まる中、地域の実情に即した実効性ある雇用対策を実施することが急務であり、そのためには地方公共
団体、ハローワーク、労働局の連携体制をより強固にし、雇用面における地域課題に一体的に取り組む必
要があります。

重点事項
①「雇用対策協定」の締結

②「地域雇用活性化推進事業」

課題

今後の取組
① 労働局や各ハローワークが、宮崎県や

県内の各地方公共団体と連携を密にし、
若者の県内就職をはじめ、人材確保支援
の充実や様々な課題に対する支援を図る
べく、地域の実情に応じた支援に取り組
みます。

② 「地域雇用活性化推進事業」の応募可
能な地域に関しては、応募勧奨を行い、
また、現在取り組んでいる地域 に関し
ては、地域の特性を生かした雇用の維
持・確保を図るための創意工夫ある取組
を支援します。

東京圏及び大阪圏を中心に、地方就職を希望する方にハローワークの全国ネットワークを活用した職業
紹介や生活関連情報の提供等を一体的に行うとともに、求職者の希望を踏まえた効果的な誘導を行い、
個々のニーズに応じた支援を行う必要があります。

重点事項

① 地方自治体と連携した地域雇用対策の推進

② 都市部から地方への移住を伴う地域を越えた再就職等の支援

③ 地方就職支援コーナーとの更なる連携

課題

今後の取組

① 宮崎ひなた暮らしUIJターンセンター（国と県が一体的に運営している「みやざきJOBパーク＋」内に設置）
をはじめとした各関係機関や各地方自治体との連携の強化、地域におけるUIJターン等の人材確保支援の充実や
様々な課題に対する支援に取り組みます。

② 宮崎県での就労を希望する求職者に対し、ハローワークの全国ネットワークを活用した移住前から行う地元
企業とのマッチングや、移住支援金制度を含めた生活関連情報の提供など個々のニーズに応じた支援に取り
組みます。

③ 東京と大阪のハローワークに設置されている地方就職支援コーナーと連携し、宮崎県への就職希望者に対する
オンライン相談や求人の開拓、求人情報提供等に取り組みます。
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少子高齢化が進む中、地域での医療・介護サービス提供体制の確保や子育て支援は国民生活の喫緊の課
題であり、医療・介護・保育分野における人材確保への支援に積極的に取り組む必要があります。人員配
置基準が設けられているこれらの分野では、急な離職等により欠員が生じ、報酬の減算を避けるために人
材確保を急ぎ、民間職業紹介事業も利用せざるを得ない場合もあります。また、物価高の中において事業
者の経営環境に厳しさが増す中、紹介手数料への負担感が大きくなっているとの声もあります。

このため、医療・介護・保育分野における人材確保に向けたハローワークの機能強化や、関係機関等と
の連携強化などの取組が、関係団体等から強く求められており、国民生活を支えるためにも、ハローワー
クの取組を抜本的に強化する必要があります。

課題

第３ 人手不足対策

重点事項

① アウトリーチ支援による求人充足支援の強化

② 雇用仲介事業者への対応
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（資料出所）厚生労働省「職業安定業務統計」より宮崎労働局にて作成

（注）有効求人数、有効求職者数は年度平均

今後の取組
① 令和８年度は「医療・福祉ささえる求人充足プロジェクト」と銘打ち、全ハローワークにおける最重点事項

として、医療・介護・保育分野の事業所へのアウトリーチによる求人充足支援に取り組みます。これらの分野
において令和７年度に実施した集中的な充足対策の取組を更に強化し、事業所訪問により雇用管理指導援助も
含めた求人充足支援を実施します。

当該事業所訪問にはハローワーク所長も積極的に対応し、求人充足支援に当たっては部門を問わず組織横断
で取り組むとともに、ナースセンター、福祉人材センター、保育士・保育所支援センター等の関係機関や地域
の関係団体とも連携して、医療・介護・保育分野の人材確保を促進します。

② 労働局に設置した『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』
において、相談窓口に寄せられた情報を基に必要な対応を行うとともに、
窓口の周知に努めます。

「雇用仲介事業のさらなる見える化の促進」の観点から、職業紹介事業者
については「人材サービス総合サイト」においてこれまで公表させていた
就職実績や離職状況に加えて、令和７年４月から職種毎の平均手数料率の
実績を公開するよう義務化し、事業の見える化を図っているため、適切に
履行されるよう、取り組みます。

アプリを使用して短時間・単発の仕事を仲介するいわゆる「スポットワーク」の仲介業についても、相談窓口
に寄せられた情報を基に関係部署の連携など必要な対応を行うとともに、スポットワークの雇用仲介事業者に
法違反が認められた場合には、適切に対応します。
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生産年齢人口が減少する中、医療・介護・
保育分野以外にも多くの職種において人材確保が
困難な状況が継続し、特に中小企業においては、
人手不足感が深刻化しているため、人材確保の取
組を更に進めていく必要があります。

課題 重点事項

① 医療・介護・保育分野以外の人材不足分野に

おけるマッチング支援

② 雇用管理改善の取組による人材確保支援

① 建設・警備・運輸分野などにおいても人材不足は深刻な課題であり、こうした分野に
おけるマッチング支援を強化するため、人材確保対策推進協議会の場も活用し、地方
自治体や関係団体等と連携した人材確保支援（セミナー・説明会・面接会等）の充実
を図ります。

また、ハローワーク宮崎に設置している「人と仕事をつなぐコンタクトコーナー」
では、建設・警備・運輸分野を含む人材不足分野への就職を希望する求職者に対する
きめ細かな職業相談・職業紹介、求人者に対する求人充足に向けての助言・指導等を
実施しているところですが、コーナー未設置のハローワークにおいても、潜在求職者
の積極的な掘り起こし、求人充足に向けた条件緩和指導等により、重点的なマッチング
支援を実施します。

② 建設・運輸・警備分野などにおける人材確保に当たっても、求人充足に加え、既存の
従業員の生産性向上や職場定着を支援する視点が重要です。

このため、事業主等への相談対応等に当たっては、人材確保等支援助成金や社会保険
労務士等を活用した雇用管理改善のコンサルティング、宮崎県独自の取組がある点も
踏まえ、適切に対応します。

今後の取組

重点事項

課題

今後の取組

第４ 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

少子高齢化が急速に進行し、生産年齢人口が減少する中で、働く意欲がある高年齢者が年齢にかかわり
なく活躍できる社会を実現することが重要であることから、70歳までの就業機会確保等に向けた更なる事
業主の取組の促進を図る必要があります。さらに、高年齢者雇用に積極的に取り組む企業への支援や、65
歳を超えても働くことを希望する高年齢求職者に対する再就職支援が必要です。

① 70歳までの就業機会確保等に向けた支援

② ハローワークにおけるマッチング支援

③ 地域における多様な就業機会の確保

① 70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備を図るため、事業主と接触するあらゆる機会を捉えて、65歳を
超える定年引き上げや継続雇用制度の導入等に向けた意識啓発を図るほか、「高齢者の活躍に取り組む企業の事
例」を展開して、高齢者が経験や知見を活かし、年齢にかかわりなく活躍できるよう、高齢者雇用施策の更なる
周知・啓発を図ります。

② 県内５か所のハローワークに設置している「生涯現役支援窓口」を中心に効果的なマッチング支援を行うなど、
特に65歳以上の高年齢求職者の再就職支援に重点的に取り組みます。

③ 宮崎県シルバー人材センター連合会などの関係機関と連携を図り、地域における高年齢求職者の多様な就業機
会の確保を推進します。

－ 8 －



令和６年４月から法定雇用率2.7％に向けた段階的な引上げが開始され、令和７年４月から除外率の10
ポイント引下げが実施されたところであり、改正障害者雇用促進法に基づく取組の円滑な実施とあわせて
障害者の雇入れ支援等の強化の必要があります。

重点事項

① マッチング機能強化による障害者の雇入れ支援

② 精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な

障害特性に対応した就労支援

③ 公務部門における障害者の雇用促進・定着支援

課題

今後の取組
① 令和7年4月には除外率が10ポイント引き下げられ、また、令和8年7月には法定雇用率が2.7％へ更なる引き上

げとなることから、雇用率未達成企業の増加が見込まれます。そのため、ハローワークが地域の障害者支援機関

等と連携し、採用の準備段階から採用後の職場定着までの一貫したチーム支援等を実施し、未達成企業等に対し

障害者の雇入れ支援を強化します。

② 精神障害者、発達障害者及び難病患者の求職者について、ハローワークに専門の担当者を配置し、多様な障害
特性に対応した就労支援を実施します。

③ 公務部門においても、雇用率達成に向けた計画的な採用が行われるよう啓発・助言等を行うとともに、雇用促

進・定着支援を引き続き推進するため、障害に対する理解促進のための講座等を開催します。

重点事項

課題

今後の取組

外国人労働者を雇用する事業所数は年々増加し、また、外国人労働者数も増加傾向にあります。そうし
た中で、外国人労働者が安心して働き、その能力を十分に発揮できる環境を確保するため、外国人労働者
を雇用する事業所に対し、適正な雇用管理に関する助言・援助等を積極的に行うとともに、外国人求職者
に対しては、多言語による相談支援体制の整備を図る等、きめ細かな就職支援に取り組んでいく必要があ
ります。

➀ 外国人労働者の適正な雇用管理に関する助言・援助等の実施

➁ 外国人求職者に対する就職支援

① 外国人労働者に対する適正な雇用管理の確保を図るため、雇
用状況届出制度や雇用管理指針の周知・啓発を図るとともに、
事業所訪問等による助言、援助等、事業主向けの雇用管理セミ
ナーの実施等を通じて、雇用管理改善に向けた取組を推進しま
す。

② 多言語コンタクトセンターや翻訳機等の活用により、ハロー
ワークにおいて、外国人求職者に対する求人情報や職業訓練情
報の提供など職業相談を実施します。

（所）（人）

宮崎県の
外国人労働者雇用事業所数・外国人労働者の推移
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就職氷河期世代を含む中高年層（ミドルシニア）の不安定就労者の中には、実社会での経験不足に伴っ
て処遇面で厳しい状況にある者や、就職活動の失敗により自分に自信が持てず、就労・正社員化に向けた
具体的な行動を起こせないなど、様々な課題を抱えている者が多くみられます。

こうした中高年層の抱える課題や今後の人材ニーズを踏まえつつ、地域の関係機関が一体となって、
個々人の状況に応じた支援を強化する必要があります。

重点事項
➀ ハローワークの専門窓口において、

生活設計面の相談や職業訓練のアド
バイス等、就職から職場定着までの
一貫したチーム支援

➁ 県、市町村、経済団体、訓練機関
等との連携による「中高年世代活躍
応援プロジェクト」の推進

課題

今後の取組

➀ ハローワーク宮崎にミドルシニア専門窓口として「35歳からのキャリアアップコーナー」を設置。生涯設計プ
ランの作成から、職場体験、職業訓練のアドバイス、求職者の適性・能力等を踏まえた求人開拓など、正社員就
職から職場定着支援まで一貫した支援を、担当者チーム制で実施します。

➁ 「中高年世代活躍応援プロジェクト宮崎県協議会」により、宮崎県や経済団体等と一体となって支援の機運の
醸成を図りつつ、就労・社会参加から就職後の職場定着までの多岐にわたる支援施策を、ワンストップで本人や
家族に届けるための広報事業を実施します。

重点事項
① 県内企業と若年層の

マッチング

➁ 若年無業者等への就

労支援における地域

若者サポートステー

ションとの連携

➂ 正社員就職を希望す

る若者への就職支援

課題

今後の取組
① 若年層が県内企業の魅力を知る機会を創出するため、地方自治体等と連携し、高校３年生を対象とした「応募

前ジュニアワークフェア」や、大学生等を含む幅広い層を対象とした「輝フェス」などの企業説明会を開催しま
す。

➁ ハローワークと地域若者サポートステーション、地方公共団体、その他関係機関が連携し若年無業者等への就
労支援を行い ます。

➂ 正社員就職を希望する若者を対象に、担当者制等の一貫した支援を通じて正社員就職の実現を図ります。

人手不足による売り手市場を背景として、若年層の県外流出や、自己理解・企業理解が不十分なまま内
定を得ることによる早期離職の増加が課題となっています。県内企業の魅力を知る企業説明会の充実や、
若年層のニーズに応じたきめ細やかな就職支援が重要となります。さらには、地方自治体等との連携を強
化し、地域コミュニティの弱体化を防止する必要があります。
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雇用保険について、雇用失業情勢や働き方の多様化の進
展等制度を取り巻く諸情勢に的確に対応し、雇用のセーフ
ティネットとしての役割を果たす必要があります。

重点事項

雇用保険制度の適正な運営

課題

今後の取組
• 雇用保険について、雇用失業情勢や働き方の多様化の進展等

制度を取り巻く諸情勢に的確に対応し雇用のセーフティネット
としての役割を果たすため、給付業務では雇用保険受給資格者
の的確な失業認定や適正な給付を行うとともに、適用業務では
オンライン申請の利用促進や未手続事業・労働者の把握・解消
に向けた窓口での周知に取組みます。

• 求職者及び事業主における雇用保険手続きの更なる利便性の
向上のため、令和７年１月から全所で実施しているオンライン
失業認定及びマイナポータルを通じた離職者への離職票の直接
交付について、普及に向けた周知広報に取り組みます。

• 令和7年度より施行された『育児時短就業給付』『出生時育
児休業給付金』において、引き続きリーフレット等で周知を
図っていきます。

育児休業等給付の内容と支給申請手続
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001
461102.pdf

育児時短就業給付の内容と支給申請手続
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/0013
95102.pdf

重点事項

課題

男女の賃金差異の推移

女性の就業率は高くなっているものの、女性の正規雇用比率がいわゆる「Ｌ字カーブ」となっており、
正規雇用労働者としての就業継続に課題があるほか、男女の賃金の差異は依然として大きく、女性管理職
の割合も国際的に見るとその水準は低いといった課題があります。そのため、女性活躍推進法に基づく男
女の賃金の差異の情報公表を契機として女性活躍推進の取組促進をより一層進める必要があります。

① 女性活躍推進法等の履行確
保及び男女間賃金差異及び女
性管理職比率に係る情報公表
を契機とした女性活躍推進に
向けた取組促進等

② 女性の健康課題に取り組む
事業主への支援等

「（一般労働者）都道府県別第１表 都道府県、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与そ
の他特別給与額」の、都道府県ごとの「企業規模計（10人以上）産業計」の2024年の数値を使用して宮崎労働局で作成
「一般労働者」とは、「短時間労働者」以外の者をいう。「短時間労働者」とは、同一事業所の一般の労働者より1日の
所定労働時間が短い又は1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない労働者をいう。
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今後の取組

① 報告徴収等の実施により、雇用管理の各ステージにおける性別を理由とする差別の禁止をはじめとする男女
雇用機会均等法の着実な履行確保を図るとともに、令和８年４月１日から常時使用する労働者数101人以上の事
業主に義務付けられる男女間賃金差異及び女性管理職比率に係る情報公表等について、報告徴収等の実施により、
着実に女性活躍推進法の履行確保を図ります。

特に、男女の賃金の差異は、募集・採用、配置・昇進・昇格、教育訓練等における男女差の結果として現れる
ものであることから、これらの男女差が性別を理由とした差別的取扱いに該当しないか等について確認し、男女
雇用機会均等法の確実な履行確保を図ります。

また、男女の賃金の差異の要因分析と情報公表を契機とした雇用管理改善及びより一層の女性の活躍推進に向
けた取組を促すとともに、「女性の活躍推進企業データベース」の積極的な活用勧奨を図ります。

② 女性が健康で能力発揮できるような職場環境整備の機運を醸成するため、月経、更年期等といった女性の健康
課題への取組について、「働く女性の心とからだの応援サイト」に掲載している企業の取組事例等を活用し、企
業の自主的な取組を促します。あわせて、女性の健康課題の解決を図るために利用できる特別休暇制度の導入等
に関する助成金を活用し、中小企業に対し、職場における女性の健康課題対応と仕事との両立がしやすい職場環
境整備の推進のための支援を行います。また、母性健康管理指導事項連絡カードの利用の促進等の働く女性の母
性健康管理について、パンフレット等を活用し、事業主への周知徹底及び妊産婦への周知を行います。

宮崎労働局認定企業数（令和７年12月末現在）
えるぼし 14社、プラチナえるぼし １社

女性の就業率は高くなっているものの、女性の正規雇用比率がいわゆる「Ｌ字カーブ」となっており、
正規雇用労働者としての継続に課題があります。

出産や子育てを機に退職するケースも一定の割合でみられ、再就職に向けて子供を持ちながら求職活動
を行っている者や、希望に沿った再就職が困難なためパートタイムで就労している状況等があり、女性が
意欲と能力を十分に発揮して働けるような環境整備が必要です。

重点事項
① 子育て中の女性等に対する

一人ひとりの状況に応じたき
め細かな就職支援の実施

② 子供連れでも相談しやすい
環境整備、各種支援サービス
のオンライン化の推進

課題

今後の取組
➀‐1 ハローワーク（プラザ宮崎、延岡、都城）において、子育て中の女性等を対象とした専門窓口である「マザー

ズコーナー」を設置し、子供連れでも利用しやすい環境を整えるとともに、求職者のニーズに応じた担当者制に
よるきめ細かな就職支援を実施します。

➀‐2 地域の子育て支援拠点や子育て中の女性等支援に取り組むＮＰＯと連携して、アウトリーチ型の就職支援（出

張相談等）を実施し、潜在的求職者に対してもアプローチしていきます。
➁ 子育て中や介護を理由として離職した者が、自宅等でも求職活動を行えるよう、各種就職支援サービスをオン

ラインで利用できる「オンラインマザーズハローワーク」を実施します。
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ハラスメント関係の相談件数は高止まり傾向にあり、カスタマーハラスメントや就職活動中の学
生等に対するハラスメント等が社会的関心を集めている状況にあります。このような状況を踏ま
え、労働施策総合推進法等の履行確保等により、総合的なハラスメント防止対策をより一層進める
必要があります。

重点事項

① 職場におけるハラスメントに関する雇
用管理上の防止措置義務の履行確保

② カスタマーハラスメント対策及び就職
活動中の学生等に対するハラスメント対
策の推進

③ 職場におけるハラスメントに関する周
知啓発の実施

課題

① 職場におけるハラスメント防止措置を講じていない事業
主に対し厳正な指導を実施すること等により、引き続き、
法の履行確保を図ります。また、適切なハラスメント防止
措置が講じられるよう、事業主に対して、「あかるい職場
応援団」の各種ツールの活用促進を図ります。

② カスタマーハラスメント対策・求職者等に対するセクハ
ラ対策の義務化を内容とする労働施策総合推進法等の改正
について、労使に十分理解されるよう、労使団体等と連携
して周知に取り組み、学生等に対しては、相談先等を記載
したリーフレット（チラシ）を活用し、学生等が一人で悩
むことがないよう支援しつつ、学生からの相談等により事
案を把握した場合は、事業主に対して適切な対応を求めま
す。

③ 職場におけるハラスメントの撲滅に向け、例年12月に実
施している「ハラスメント撲滅月間」を中心に、事業主等
への周知啓発を実施します。

今後の取組

少子高齢化が急速に進展する中で、出産、育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女とも仕
事と育児等を両立できる社会を実現することが重要な課題となっています。男性の育児休業取得率は令和
６年度において40.5％（宮崎県の男性取得率55.0％）と近年上昇しているものの、女性と比較すると低い
水準となっています。

さらに、「こども未来戦略」において令和12年までの目標を85％とすることが示されており、政府目標
の達成に向けて、更なる取組の強化が必要です。このような状況を踏まえ、令和７年４月から段階的に施
行された、改正育児・介護休業法及び次世代法の履行確保等により、仕事と育児・介護の両立支援の取組
を促進する必要があります。

課題

育児休業取得率（男女） 育児休業取得率（男）

資料出所：全国（雇用均等基本調査）、宮崎県（労働条件等実態査報告書） 資料出所：全国（雇用均等基本調査）、宮崎県（労働条件等実態調査報告書）
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今後の取組

① 常時使用する労働者300人超の企業に義務付けられた、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の義務付
けや、男性の育児休業等取得状況の公表等について、報告徴収等の実施により、着実に育児・介護休業法の履
行確保を図ります。また、「産後パパ育休」、「パパ・ママ育休プラス」、「育児目的休暇」等の男性の育児
に資する制度や３歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が希望に応じて柔軟な働き方を実現できるように
するための措置等について、あらゆる機会を捉えて周知を行い、制度の活用につなげます。

② 令和７年４月より、「共働き・共育て」を推進する観点から、子の出生後一定期間内に被保険者とその配偶
者がともに一定期間以上の育児休業を取得した場合に給付する「出生後休業支援給付」及び２歳未満の子を養
育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に給付する「育児時短就業給付」の円滑な施行に向け、あ
らゆる機会を捉えて育児休業取得予定の雇用保険被保険者や事業主等に対して周知に取り組みます。

③ 次世代法に基づき、企業が一般事業主行動計画の実効性を高め、目標を達成するのため、「くるみん」、
「プラチナくるみん」及び「トライくるみん」の認定制度について広く周知するとともに、認定の取得促進に
向けた働きかけを行います。

重点事項
① 育児・介護休業法の周知、履行確保並びに環境整備に向けた企業への支援

② 出生後休業支援給付及び育児時短就業給付の活用

③ 次世代育成支援対策の推進

両立支援等助成金

宮崎労働局認定企業数（令和７年12月末現在）
プラチナくるみん ３社、くるみん（トライ含む） 69社、プラス認定 １社

少子高齢化や生産年齢人口の減少といった課題に対応するためには、多様な人材がその能力を最大限生
かして働くことができる環境を整備する必要があります。また、フリーランスが安心して働ける環境を整
備するため、フリーランス・事業者間取引適正化等法の履行確保を図るとともに、自らの働き方が労働者
に該当する可能性があると考えるフリーランスからの相談にも丁寧に対応する必要があります。

重点事項
① 「多様な正社員」「テレワーク」「勤務間インターバル制度」の普及促進等

② 年次有給休暇の取得促進及び選択的週休３日制を含めた多様な働き方の環境整備

③ フリーランス・事業者間取引適正化等法の履行確保等

課題

今後の取組
①‐1 短時間正社員をはじめとする多様な正社員制度について、事例の提供等による更なる周知等を行います。

①‐2 企業におけるテレワークの導入・定着促進のため、「人材確保等支援助成金（テレワークコース）」及び、
「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」の周知を図ります。

①‐3 働き方改革推進支援助成金を活用して、勤務時間インターバルや生産性を高めながら労働時間の短縮等に
取り組む中小企業等への制度の導入促進を図ります。

② 年次有給休暇の取得促進に向けて、例年10月に実施している「年次有給休暇取得促進期間」や、年次有給休
暇を取得しやすい時季に集中的な広報を行います。

③ フリーランスから就業環境の整備違反に関する申出があった場合、速やかに、委託事業者に対する調査、是
正指導等を行い、法の履行確保を図ります。また、フリーランスから取引上のトラブルの相談があった際には、
「フリーランス・トラブル110番」を紹介するなど適切に対応します。さらに、監督署に設置した「労働者性
に疑義がある方の労働基準法相談窓口」に相談があった際には、労働者性の判断基準を丁寧に説明するなど適
切に対応するとともに、申告がなされた場合には、労働者性の有無を判断し、必要な指導を行います。また、
監督署において労働基準法上の労働者と判断した事案は、日本年金機構年金事務所及び労働保険徴収室への情
報提供を徹底します。

ﾌﾘｰﾗﾝｽ‣ﾄﾗﾌﾞﾙ110番
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重点事項
① 長時間労働の抑制に向けた監督指導の徹底等

② 中小企業・小規模事業者等に対する支援

③ 令和６年度適用開始業務等への労働時間短縮

に向けた支援

中小企業・小規模事業者等が生産性を高めつつ労働時間の短縮等に向けた具体的な取組を行い、働き方
改革を実現することができるよう、中小企業・小規模事業者等に寄り添った相談・支援を推進するととも
に、多様な働き方が広がる中、ワーク・ライフ・バランスを推進するため、最低基準である労働基準法等
の履行確保を図ることに加え、労使の自主的な取組を促進させる必要があります。

課題

① 長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害の防止に向け、各種

情報から時間外・休日労働時間数が１か月当たり80時間を超えてい

ると考えられる事業場及び長時間にわたる過重な労働による過労死等

に係る労災請求が行われた事業場に対する監督指導を引き続き実施し

ます。

また、過労死等の防止のための対策については、過労死等防止対策

推進法（平成26年法律第100号）並びに同法に基づき定めた「過労死

等の防止のための対策に関する大綱」（令和６年８月２日閣議決定）

及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱の変更について」

（令和6年8月2日付基発0802第3号）により、労働行政機関等におけ

る取組とともに、民間団体の活動に対する支援等を効果的に推進しま

す。

今後の取組

② 全ての監督署に編成した「労働時間改善指導・援助チーム」のうち「労働時間相談・支援班」において、

説明会の開催や中小規模の事業場への個別訪問により、改正労働基準法等の周知はもとより、時間外・休日

労働協定の作成方法の教示等を中心としたきめ細かな支援を引き続き実施します。

③ 建設業、自動車運転者に係る時間外労働の上限規制適用の遵守には、短い工期の設定や荷物の積み降ろし

の際の長時間の待機等の取引慣行の見直しが必要であり、施主や荷主といった取引関係者、ひいては国民全

体の理解を得ていくことが重要であることから、引き続き、令和6年度適用開始業務等の時間外労働の上限規

制特設サイト「はたらきかたススメ」等を通じて、必要な周知を行います。トラック運転者については、引

き続き、関係省庁とも連携しながら、労働局に編成した「荷主特別対策チーム」において、発着荷主等に対

して、長時間の恒常的な荷待ち時間を発生させないこと等についての監督署による要請と、その改善に向け

た労働局による働きかけを行うとともに、賃金水準の向上に向けて、賃金の原資となる適正な運賃（標準的

な運賃）を支払うことや、改正後の改善基準告示について引き続き丁寧に周知を行います。
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重点事項

① 法定労働条件の確保等 ② 労働契約関係の明確化 ③ 各種権限の公正かつ斉一的な行使の徹底

誰もが安心して働くことができる良好な職場環境を実現するためには、最低基準である労働基準関係法
令の履行確保が必要不可欠であり、そのため、労働局及び監督署は必要な権限行使を適正に行う必要があ
ります。こうした労働基準関係法令の履行確保に加え、労使の自主的な取組を促すことや、労務管理体制
が十分でない中小企業・小規模事業者等に対する丁寧な相談・支援を行っていることが必要となります。

課題

監督指導結果（業種別・主要な法違反事項別（令和６年））

厚生労働省労働基準局
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キャラクター「たしか
めたん」

最賃法
基準法

労
働
条
件

の
明
示

労
働
時
間

休
　
　
日

割
増
賃
金

年
次
有
給
休
暇

就
業
規
則

賃
金
台
帳

賃
金
不
払

安
全
衛
生

管
理
体
制

安
全
基
準

衛
生
基
準

定
期
自
主

検
査

健
康
診
断

製　　造　　業 228 137 60.1% 16 33 2 19 10 12 11 11 36 68 19 28 42

 建　　設　　業  335 193 57.6% 6 9 1 14 7 4 9 6 17 102 14 11 19

運 輸 交 通 業 47 38 80.9% 6 22 2 8 7 3 6 1 9 13 1 5 11

農　  林　  業 77 48 62.3% 3 2 1 5 2 4 7 4 5 31 1 7 6

商　     　　業 273 114 41.8% 15 23 10 30 10 18 15 8 6 13 3 4 32

保 健 衛 生 業 155 113 72.9% 11 20 1 31 11 23 17 12 17 2 8 0 45

接 客 娯 楽 業 127 57 44.9% 15 7 1 18 5 11 3 4 5 2 0 0 15

上記以外の業種 100 69 69.0% 7 16 2 11 11 8 11 7 13 18 3 5 19

合　　　 　計 1342 769 57.3% 79 132 20 136 63 83 79 53 108 249 49 60 189

　　　　　　　事項
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今後の取組

① 監督指導、説明会等の各種行政手法を用い、基本的労働条件の枠組みの確立

をはじめとする法定労働条件の確保に取り組むとともに、重大・悪質な事案に

対しては、司法処分も含め厳正に対処します。加えて、相談・投書等のほか、

平日夜間、土日・祝日に実施している「労働条件相談ほっとライン」に寄せら

れた情報や、インターネット情報監視により収集された情報等の各種情報に基

づき、法違反が疑われる事業場に対して、監督指導を実施するとともに、「労

働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の

周知を徹底します。

② 労働基準法に基づく労働条件明示事項については、令和６年４月から就業場

所・業務の変更の範囲等を追加する省令改正が施行されたところであり、引き

続き、改正内容について、制度周知を行います。

③ 地方労働基準監察監督官制度の的確な運用等により、行政指導の適正な実施

とその水準の維持・向上を図るとともに、監督権限をはじめとする各種権限の

公正かつ斉一的な行使を確保します。

また、監督指導において法違反が認められた場合には、事業主にその内容や

是正の必要性を分かりやすく説明することにより、事業主による自主的な改善

を促すとともに、きめ細かな情報提供や具体的な是正・改善に向けた取組方法

を助言するなど、丁寧かつ具体的に対応します。特に、中小企業の事業場への

監督指導に当たっては、中小企業における労働時間の動向、人材確保の状況、

取引の実態その他の事情を十分に聴いた上で、その事情を踏まえて丁寧に対応

します。
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宮崎労働局第14次労働災害防止推進計画（2023年度～2027年度）の目標達成に向け、労働者の作業行
動に起因する労働災害、高年齢労働者等の労働災害及び業種別の労働災害防止対策を推進するとともに、
個人事業者等に対する安全衛生対策の推進や労働者の健康確保対策及び化学物質等による健康障害防止対
策等に取り組んでいく必要があります。

重点事項

① 事業者が自発的に安全衛生対
策に取り組むための意識啓発等

② 労働者（中高年齢の女性を中
心に）の作業行動に起因する労
働災害防止対策の推進

③ 高年齢労働者の労働災害防止
対策の推進

④ 外国人労働者の労働災害防止
対策の推進

⑤ 個人事業者等に対する安全衛
生対策の推進

⑥ 業種別の労働災害防止対策の
推進

⑦ 労働者の健康確保対策の推進
⑧ 熱中症対策及び化学物質等に

よる健康障害防止対策の推進

課題

主要産業別死亡者数（コロナ感染症除く） 主要産業別死傷者数
（休業４日以上、コロナ感染症除く）

（人）

令和
元年

２年 ３年 ４年 ５年 ６年
７年
速報
値

建設業 198 233 186 215 193 194 171

製造業 280 302 315 303 306 305 256

林業 88 76 73 85 67 67 58

運輸交通業 161 145 162 166 135 140 144

第三次産業 654 669 695 736 698 731 603

全産業 1,482 1,529 1,543 1,615 1,508 1,543 1,323

1,482 1,529 1,543 
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２年 ３年 ４年 ５年 ６年
７年
速報
値

建設業 5 5 4 4 1 3 4

製造業 0 1 1 4 3 1 0

林業 5 1 2 5 3 4 1

運輸交通業 1 3 3 2 0 2 2

第三次産業 1 1 2 2 5 3 2

全産業 12 13 13 17 13 14 10
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今後の取組
① 安全衛生対策に取り組む必要性や意義等について周知啓発を行うとともに、事業者にとって経営や人材確保・育成の観点からもプ

ラスとなることなどについて積極的に周知を図ります。

② 「転倒」や「腰痛」など、職場における労働者の作業行動を起因とする労働災害防止のため、県内関係団体等に意識改革と行動変
容の取組について協力要請を行うとともに、県内リーディングカンパニー等を構成員とする協議会の設置・運営や「SAFEコンソーシ
アム」加盟等、企業の自主的な安全衛生活動の導入を支援する取組等により、県内全体の安全衛生の機運の醸成を図ります。

③ 令和８年４月に施行される「高年齢労働者の労災防止に関する指針」及び「中小企業による高年齢労働者の労働災害防止対策等を
支援するための補助金」（エイジフレンドリー補助金）の周知を図ります。

④ 外国人労働者が容易に理解できる労働安全衛生に関する視聴覚教材等の周知等効果的な安全衛生教育の実施や外国人労働者に多い
労働災害の対策を視覚的に示す安全表示等の活用を促進することにより、外国人労働者の労働災害防止対策を推進します。

⑤ 建設業や製造業など、同一作業場における混在作業による労働災害防止のため、元方事業者に義務付けられている作業間の連絡調
整等の安全衛生措置義務が令和８年４月から個人事業者にも広げることとなるため、同措置が講じられるよう周知・啓発を図ります。

⑥‐１ 林業においては、依然として、伐木作業時の死亡災害が多発していることから、チェーンソー伐木作業及び車両系木材伐出機械
作業に係る労働安全衛生規則の遵守の指導徹底を図るとともに、関係ガイドラインに基づく措置が現場において着実に講じられる
よう指導・周知を行います。

⑥‐２ 建設業においては、依然として、墜落・転落災害による重篤災害が発生していることから、より一層の墜落・転落災害防止対策
の徹底を図るとともに、一側足場の使用範囲の明確化、足場の点検を行う際の点検者の指名の義務化など改正労働安全衛生規則等
に係る指導、周知を図ります。

⑥‐３ 道路貨物運送業においては、昇降設備の設置等改正労働安全衛生規則等の指導、周知を図るとともに、「陸上貨物運送事業にお
ける荷役作業のガイドライン」に基づき、荷役作業中の労働災害防止対策を推進します。

⑥‐４ 製造業においては、はさまれ・巻き込まれの危険性の高い機械等について、リスクアセスメントの実施などによる労働災害防止
対策を推進します。

SAFE コンソーシアム
ポータルサイト
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高年齢労働者（60歳以上）災害の被災者数の推移
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今後の取組
⑦‐1 長時間労働者に対する医師による面接指導やストレスチェック

制度等メンタルヘルス対策の推進を図るとともに、メンタルヘル
ス対策に係る情報提供・相談等を行う「働く人のメンタルヘル
ス・ポータルサイト「こころの耳」」について周知を行います。

⑦‐2 宮崎産業保健総合支援センターが行う産業医等の産業保健ス

タッフや事業者向け研修、地域産業保健センターによる小規模事

業場への医師等の訪問支援等について利用勧奨を行うことにより、

中小企業・小規模事業者の産業保健活動を支援します。

⑦‐3 宮崎県地域両立支援推進チームにおいて策定した活動計画に基

づき、地域の関係機関と連携して、「事業場における治療と仕事

の両立のためのガイドライン」の周知・利用勧奨を図るなど、治

療と仕事の両立支援に取り組む企業の支援を行います。

⑧‐1令和８年４月からSDS（安全データシート）の交付義務が拡大

され、危険性・有害性が確認された全ての化学物質が対象とされ

ることから、「化学物質管理強調月間」などの機会を活用し、広

く周知を図ります。

⑧‐2 建築物等の解体・改修作業に従事する労働者の石綿ばく露を防

止するため、建築物石綿含有建材調査者講習等の修了者による調

査の徹底を図ります（建築物、船舶については令和５年10月施行、

工作物については令和８年１月施行）。また、石綿事前調査結果

報告システムによる報告を徹底させること等により、改正石綿障

害予防規則に基づくばく露防止措置の徹底を図ります。

⑧‐3 令和７年６月から熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、

その状況に応じ、迅速かつ適切に対処するため、熱中症の自覚症

状がある場合等の報告体制の整備、重篤化を防止するために必要

な措置の実施手順の作成等が事業者に義務付けられたことから、

周知及び指導の徹底を図ります。

熱中症予防の
ための情報・
資料サイト

チューイ カン吉

労災受給者の高止まりに加え、職業性疾病（脳・心臓疾患、精神障害、石綿関連疾患、振動障害、騒音
性難聴等）に係る労災請求、特に精神障害及び石綿関連疾患に係る請求が引続き増加傾向にあり、また、
管内特有的な疾病である振動障害及び騒音性難聴に係る請求は前年度より減少しているが、職業病疾病と
しては多い状況であることから、被災労働者の迅速な保護を図るため、各認定基準等に基づいた迅速かつ
適正な事務処理に努める必要があります。

重点事項
① 被災労働者等への丁寧な説明、対応
② 増加傾向の石綿関連疾患を含む職業

性疾病事案に係る迅速かつ適正な調査
決定及び給付

③ 増加傾向にある精神障害事案に係る
迅速かつ適正な調査決定及び給付

今後の取組

課題

① 労働者等から相談があった場合には懇切丁寧に対応するとともに、各種労災制度に係るわかりやすい丁寧な
説明、周知を行います。

また、相談内容を踏まえ、必要に応じ、事業場等に対して労働者への請求勧奨の実施について積極的に依頼
を行います。

②,③ 労災請求があった場合は、迅速かつ適正な調査決定及び給付を行います。
職業性疾病事案については調査が長期化しやすく、精神障害事案及び石綿関連疾患も引き続き増加傾向にあるた
め、各認定基準等に基づいた迅速かつ適正な調査決定を行うよう、調査に係る進行管理を徹底します。

11 17
29 24 2723 29 30

41
22

10 6 11 14 14

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
精神障害 振動障害

精神障害、振動障害、石綿関連疾患に係る請求件数

(令和7年１2月末時点）)

6
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労働保険制度は、それ自体が労働者のセーフティネットであるとともに、その保険料は労働行政におけ
る各種施策推進のための財政基盤になっています。

労働保険の未手続事業の解消と保険料収納率の向上は、労働保険制度の健全な運営や費用負担の公平性
の確保、労働者の福祉の向上等の観点において、より一層取り組む必要があります。

重点事項
① 未手続事業の的確な把握と加入勧奨等の実施

② 実効ある滞納整理による保険料収納率の維持・向上

課題

今後の取組
① 労働局、監督署、ハローワークや他の行政機関及び関係団体等

との緊密な連携のもと、未手続事業について的確に把握するとと
もに、積極的な加入勧奨による手続指導や広報を行い、解消を図
ります。

② 滞納整理にあたっては、高額滞納事業主及び複数年度にわたり
滞納している事業主を重点とし定期的な納付督励等をするなど、
効率的な計画を策定し効果的に実施します。
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労働局では、さまざまな種類の助成金・給付金を扱っています。 
 

●雇用関係の主な助成金                    （問い合わせ先  職業安定部助成金センター）  
  

雇用調整助成金  

景気の変動等の経済上の事由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練又は出向によって、労働者の雇

用維持を図る事業主に助成されます。 

産業雇用安定助成金  

労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、出向復帰後の賃金を上昇させる事業主、景気の変動や産業構造の変化その他

の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた場合に生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材を雇い入れた事業主

に対して助成されます。 

人材開発支援助成金  

雇用する労働者の人材育成のため、職務に関連した知識や技能に関する職業訓練等を実施した事業主に助成されます。 

特定求職者雇用開発助成金  

高齢者（60 歳以上）や障害者などの就職が特に困難な方をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して

雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成されます。 

トライアル雇用助成金  

職業経験、技能、知識不足等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介

により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成されます。 

早期再就職支援等助成金  

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対して、再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に委

託等をして行う事業主(再就職を実現した場合に限る)及び離職を余儀なくされた労働者を、早期に期間の定めのない労働者として

雇い入れた事業主に対して助成されます。 

キャリアアップ助成金  

非正規雇用労働者の正規雇用転換、処遇改善等を行う事業主に助成されます。 

人材確保等支援助成金（テレワークコースを除く）  

人材の確保・定着を目的として、魅力ある職場づくりのため労働環境の向上等を図る事業主等に対して助成されます。 

  

●労働条件関係の主な助成金                      （問い合わせ先  雇用環境・均等室）  
  
業務改善助成金（中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金）   

事業場内最低賃金の引き上げと、生産性向上の設備投資等を行う中小企業事業主に、取組に要した経費の一部を助成します。 

働き方改革推進支援助成金   

労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進、勤務間インターバルの導入、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取組等を行う中小

企業事業主等や、傘下企業の生産性向上に向けた支援を行う事業主団体に、取組に要した経費を一部助成します。 

人材確保等支援助成金（テレワークコース）  

就業規則等の作成・変更、労務管理担当者への研修等を実施し、テレワーク勤務を適切に導入・実施した中小企業事業主や、テ

レワーク制度導入後も引き続きテレワーク勤務を実施し、離職率の低下について効果をあげた中小企業事業主に助成します。 

●両立支援関係の主な助成金                      （問い合わせ先  雇用環境・均等室）   
 

両立支援等助成金（出生時両立支援コース） 

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整備を行い、子の出生後 8 週間以内に男性労働者が育児休

業を開始した場合や、男性の育児休業取得率が上昇した場合に、特定事業主又は中小企業事業主に助成します。 

両立支援等助成金（育児休業等支援コース）  

育児休業の円滑な取得・復帰支援の取組を行い、「育休復帰支援プラン」に基づき、労働者が 3 ヶ月以上の育休を取得・復帰し

た中小企業事業主に助成します。 

両立支援等助成金（育休中等業務代替支援コース） 

  育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替する周囲の労働者への手当支給や、代替要員の新規

雇用を行った特定事業主又は中小企業事業主に助成します。 

両立支援等助成金（柔軟な働き方選択制度等支援コース） 

  育児期の柔軟な働き方に関する制度等を導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により、労働者が制度を利用し

た中小企業事業主に助成します。 

両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）  

「介護支援プラン」に基づき、円滑な介護休業の取得・復帰や、介護のための柔軟な就労形態の制度利用を支援し、実際に労働

者が利用した中小企業事業主に助成します。 

両立支援等助成金（不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース）  

不妊治療、月経や更年期といった女性の健康課題対応を図るために利用可能な休暇制度等の環境整備に取り組み、労働者が

休暇制度等を利用した中小企業事業主に助成します。 

主な助成金・給付金制度のご案内 
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　宮崎労働局は３部１室で構成し、労働基準監督署(4署)、ハローワーク(７所)があります。

〒880-0805　宮崎市橘通東3丁目1番22号　宮崎合同庁舎（2階、4階、5階）

〒880-2105　宮崎市大塚台西1-1-39

総務課

労働保険徴収室

TEL:0985(38)8821

監督課

健康安全課

TEL:0985(38)8835

賃金室
TEL:0985(38)8836

労災補償課
TEL:0985(38)8837
TEL:0985(29)5577(分室)

職業安定課

需給調整事業室
TEL:0985(38)8823

職業対策課

　助成金センター
　TEL:0985(62)3125

訓　練　課
TEL:0985(38)8838

労働基準監督署
（宮崎、延岡、都城、日南）

ハローワーク
（宮崎、延岡、日向、都城、日南、高鍋、小林）

求職者・求人者に対する職業紹介、雇用保険適用・給付、各種雇用支援等
の業務

最低賃金、家内労働などの業務

一般・学卒者の雇用対策、雇用保険事業などの業務

高齢者・障碍者の雇用対策、各種助成金・奨励金制度などの業務

職業対策課で取り扱う各種助成金の支給に関する業務

労働保険（労災保険及び雇用保険）の成立、労働保険料などの決定、徴収
などの業務

庶務、会計、人事、情報公開法などの業務

広報、総合労働相談、男女雇用機会均等・パートタイム労働・仕事と家庭の
両立支援対策、女性活躍推進に向けた取組、各種助成金などの業務

事業場の監督指導、労働時間短縮などの業務

労働災害防止、特定機械の検査、免許証交付などの業務

職業訓練（求職者支援訓練等）制度などの業務

労働時間・賃金の支払等労働条件に関する監督指導、職場の安全衛生、
健康管理に関する指導、労災保険の各種給付などの業務

労災診療費の審査業務などの業務

雇用環境・均等室

宮 崎 労 働 局

労働者派遣・民営職業紹介事業などの業務

TEL:0985(38)8824

TEL:0985(38)8823

宮崎労働局の組織と主な業務

助 成 金 セ ン タ ー

TEL:0985(38)8822

TEL:0985(38)8834

TEL:0985(38)8820

労災保険給付、社会復帰援助事業などの業務
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■宮崎労働基準監督署
〒880-0813　宮崎市丸島町1-15

■延岡労働基準監督署
〒882-0803　延岡市大貫町1-2885-1　延岡労働庁舎3階

■都城労働基準監督署
〒885-0072　都城市上町2街区11号　都城合同庁舎6階

■日南労働基準監督署
〒887-0031　日南市戸高1-3-17

■ハローワーク宮崎
〒880-8533　宮崎市柳丸町131

●ハローワークプラザ宮崎
〒880-2105　宮崎市大塚台西1-1-39 

　 （宮崎新卒応援ハローワーク）

（宮崎わかもの支援コーナー）

（マザーズコーナー）

●みやざきJOBパーク＋
〒880-0811　宮崎市錦町1-10　宮崎グリーンスフィア壱番館3階 

（宮崎わかもの応援ハローワーク宮崎駅前コーナー）

■ハローワーク延岡
〒882-0803　延岡市大貫町1-2885-1　延岡労働庁舎1階

（マザーズコーナー）

●高千穂町地域職業相談室
〒882-1101　西臼杵郡高千穂町大字三田井13　

高千穂町庁舎別館2階

■ハローワーク日向
〒883-0041　日向市北町2-11

■ハローワーク都城
〒885-0072　都城市上町2街区11号　都城合同庁舎1階

（マザーズコーナー）

■ハローワーク日南
〒889-2536　日南市吾田西1-7-23

■ハローワーク高鍋
〒884-0006　児湯郡高鍋町大字上江高月8340

●西都市地域職業相談室（西都市雇用情報センター）

■ハローワーク小林
〒886-0004　小林市細野367-5

■宮崎労働局総合労働相談コーナー（4階） TEL：0985(38)8821

■宮崎総合労働相談コーナー（宮崎労働基準監督署内） TEL：0985(29)6000

■延岡総合労働相談コーナー（延岡労働基準監督署内） TEL：0982(34)3331

■都城総合労働相談コーナー（都城労働基準監督署内） TEL：0986(23)0192

■日南総合労働相談コーナー（日南労働基準監督署内） TEL：0987(23)5277

総合労働相談コーナー
総合労働相談コーナーでは、労働者や事業主の方からのご相談を面談あるいは電話でお受けしています。

TEL：0982(32)5435

TEL：0982(73)1257

TEL：0987(23)8609

TEL：0983(23)0848

〒881-0015　西都市聖陵町1丁目88　西都市役所北別館

TEL：0982(52)4131

TEL：0983(43)1432

TEL：0986(22)1745

TEL：0984(23)2171

TEL：0985(23)2245

TEL：0985(62)4141

TEL：0985(61)6201

 労働基準監督署

 ハローワーク

TEL：0985(29)6000

TEL：0982(34)3331

TEL：0986(23)0192

TEL：0987(23)5277

－ 22 －



宮崎労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki
roudoukyoku/

労働基準監督署・ハローワーク管轄区域

宮崎労働局

ドン・
キホーテ


